
本クリティカルパスは肝がん患者の治療を行うに当たり、基幹病院の主治医とかかりつけ医
の間で連携して治療を行う際に使用するものです。

入院治療終了後、基幹病院の主治医が本クリティカルパスの適用基準に該当すると判断
した場合に地域連携パスによる治療を開始いたします。

　患者には、受診する際には必ず本クリティカルパスを携行していだだきます。

基幹病院の主治医及びかかりつけ医は、診療時に「治療記録シート」に診察結果や検査
結果を記入します。

かかりつけ医の診察において、患者の症状等が紹介基準に該当する場合には、基幹病院
の主治医へ紹介手続きをとります。

　肝がんの再発が起こればその時点でクリティカルパスは終了し、新しいものに更新します。

①原発性肝がんであること

②原則として臨床病期がｓｔａｇｅⅠ～Ⅲまでであること

③局所治療(ラジオ波焼灼療法など)、肝切除による根治術後であること

④Child Aで肝予備能が保たれていること

注）肝機能の悪化により肝癌治療の適用から外れた場合には本クリニカルパスの適用から
外すこととする。

3-1身体所見
①吐下血または黒色便が認められた場合

②急激な腹痛が生じた場合

③肝性脳症の症状が発症した場合

3-2検査所見
①ＧＯＴまたはＧＰＴが上昇した場合（前値と比べて１００以上）

②Ｔ-Ｂｉｌが上昇した場合（前値と比べて２以上）

③プロトロンピン時間が低下した場合（前値と比べて２０％以上）

地域連携パス使用基準（肝がん）

１）はじめに

２）パスの適用・基幹機関からのかかりつけ医へ紹介基準

３）かかりつけ医からの基幹機関への患者逆紹介の基準


